
亀山市教育大綱改定の考え方 

 
１ 教育大綱と地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律 
平成２６年６月に「地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律」が公布され、教

育委員会制度等の見直しが行われました。この改正では、教育の政治的中立性、継続性や安定性を確保し
ながらも、教育行政における責任の所在を明確化させるとともに、迅速な危機管理体制の構築や地方公
共団体の長と教育委員会の連携の強化を図ることを目的として、地方公共団体の長と教育委員会で構成
される総合教育会議を設置することや地方公共団体の長が教育大綱を策定することなどが定められてい
ます。 

 

 

 

 

地教行法（抜粋） 

第 1 条の３ 

 

 

 

２ 教育大綱の定義 （平成 26 年７月 17 日文部科学省初等中等教育局長通知 抜粋） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜改定の基本的な考え方（案）＞ 

■令和３年度で現行の教育大綱の期間が終了するため、地教行法第 1 条の３第 1 項の規定に基づき、引

き続き、本市の目指す教育の実現に向けた「基本理念及び基本方針」を明らかにする教育大綱を策定し

ます。 

■「基本理念及び基本方針」は、教育の政治的中立性や継続性等を確保するため、目標や施策の根本とな

る方針のみを定めることとします。 

地教行法（抜粋） 
（大綱の策定等） 

第１条の３ 地方公共団体の長は、教育基本法第１７条第１項に規定する基本的な方針を参酌し、その地域の実情に応

じ、当該地方公共団体の教育、学術及び文化の振興に関する総合的な施策の大綱（以下単に「大綱」という。）を定め

るものとする。 

２ 地方公共団体の長は、大綱を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、次条第１項の総合教育会議に

おいて協議するものとする。 

３ 地方公共団体の長は、大綱を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。 

４ 第１項の規定は、地方公共団体の長に対し、第２１条に規定する事務を管理し、又は執行する権限を与えるものと解

釈してはならない。 

資料１ 

① 大綱は、地方公共団体の教育、学術及び文化の振興に関する総合的な施策について、その目標や施策

の根本となる方針を定めるものであり、詳細な施策について策定することを求めているものではない

こと。 

② 大綱は、教育基本法に基づき策定される国の教育振興基本計画における基本的な方針を参酌して定

めることとされている。「参酌」とは参考にするという意味であり、教育の課題が地域によって様々で

あることを踏まえ、地方公共団体の長は、地域の実情に応じて大綱を策定するものであること。 

③ 国の第２期教育振興基本計画（平成 25 年６月 14 日閣議決定）においては、主に第１部及び第２部

のうち成果目標の部分が、大綱策定の際に参酌すべき主たる対象となること。 

④ 大綱が対象とする期間については、法律では定められていないが、地方公共団体の長の任期が４年

であることや、国の教育振興基本計画の対象期間が５年であることに鑑み、４年～５年程度を想定し

ているものであること。 

⑤ 法第１条の３第４項は、教育委員会が今回の改正後も引き続き執行機関であることから、大綱に記

載された事項を含め、教育委員会の所管に属する事務については、自らの権限と責任において、管理

し、執行すべきものであり、地方公共団体の長が有する大綱の策定権限は、教育委員会の権限に属す

る事務を管理し、執行する権限を地方公共団体の長に与えたものではないことを確認的に規定したも

のであること。 


